
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

六

〇

号

第
一
六
四
回
国
会
に
お
け
る
質
問
主
意
書
と
国
民
の
知
る
権
利
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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第
一
六
四
回
国
会
に
お
け
る
質
問
主
意
書
と
国
民
の
知
る
権
利
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

第
一
六
四
回
国
会
に
お
い
て
、
内
閣
が
衆
議
院
、
参
議
院
よ
り
受
領
し
た
質
問
主
意
書
（
以
下
、
「
質
問
主
意
書
」
と
い

う
。
）
の
合
計
は
そ
れ
ぞ
れ
何
件
か
。
そ
の
内
、
外
務
省
に
係
わ
る
質
問
は
そ
れ
ぞ
れ
何
件
か
。

二

「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
を
政
府
が
差
し
控
え
た
事
案
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

政
府
が
答
弁
を
差
し
控
え
た
「
質
問
主
意
書
」
に
お
け
る
事
案
の
質
問
者
、
日
付
、
具
体
的
事
項
と
答
弁
を
差
し
控
え
た

理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
が
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
を
差
し
控
え
た
事
案
の
内
、
外
務
省
に
係
わ
る
も
の
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

五

政
府
が
個
人
情
報
の
保
護
を
理
由
に
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
を
差
し
控
え
た
事
案
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

六

政
府
が
個
人
情
報
の
保
護
を
理
由
に
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
を
差
し
控
え
た
事
案
の
内
、
外
務
省
に
係
わ
る
も

の
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

国
家
公
務
員
の
個
人
情
報
の
保
護
と
国
民
の
知
る
権
利
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

一



八

外
務
省
が
「
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
を
差
し
控
え
た
事
例
に
関
し
、
法
令
上
の
根
拠
が
あ
る
も
の
は
何
件
か
。

九

政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
イ
タ
リ
ア
並
び
に
中
国
に
お
い
て
、
立

法
府
か
ら
の
書
面
の
質
問
に
対
し
て
行
政
府
が
書
面
で
答
弁
す
る
と
の
制
度
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
か
。
政
府
が
所
持
す

る
直
近
の
デ
ー
タ
で
の
各
国
に
お
け
る
年
間
の
立
法
府
か
ら
の
質
問
件
数
と
行
政
府
に
よ
る
回
答
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

十

第
一
六
四
回
国
会
に
お
け
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
は
国
民
の
知
る
権
利
の
確
保
に
貢
献
し
た
と
思
料
す
る

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


